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１．制度概要
（１） 関係条文等

海上運送法（昭和24年法律第187号）（抄）
（日本船舶・船員確保基本方針）

第34条 国土交通大臣は、安定的な海上輸送の確保を図るために必要な日本船舶（船舶法（明治三十二年法律第四十六号）第一条に規
定する日本船舶をいう。以下同じ。）の確保並びにこれに乗り組む船員の育成及び確保（これらに関連して実施される措置であつて、
第三十九条の五第七項に規定する準日本船舶の確保、これに乗り組む船員の育成及び確保その他の国土交通省令で定めるものを含む。
以下「日本船舶及び船員の確保」という。）に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針（以下「日本船舶・
船員確保基本方針」という。）を定めるものとする。

日本船舶及び船員の確保に関する基本方針（令和５年３月31日国土交通省告示第280号）（抄）
１．日本船舶及び船員の確保の意義及び目標に関する事項
（２）日本船舶及び船員の確保の目標
① 安定的な国際海上輸送を確保するためには、平成19年12月の交通政策審議会答申において、外航日本船舶及び外航日本人船員の必

要規模を試算したところ、外航日本船舶は約450隻、外航日本人船員は約5,500人とされた。一方、外航日本船舶及び外航日本人船
員の現状規模を踏まえれば、これらの必要規模を短期間で達成することは困難であることから、当面の取組みとして、外航日本船舶
の隻数を平成20年度からの9年間で3.2倍に、平成30年度からの5年間で1.2倍に、外航日本人船員の人数を平成20年度からの10年間
で1.5倍に、平成30年度からの10年間で1.5倍に増加させることを目標として取り組んできたところ、外航日本船舶の隻数については
令和5年度からの5年間で1.25倍に、外航日本人船員の人数については引き続き平成30年度から10年間で1.5倍に増加させることを
目標とする。

② 内航船員の年齢構成において、60歳以上の割合は増加する傾向にある一方で、若年船員の確保に向けた官民の取組みの効果もあり、
若年船員の割合も徐々に増加がみられるところである。このような動向を踏まえ、今後とも、船員教育体制の見直し、魅力ある職場
づくり等による船員の就業・定着の推進、働き方改革による生産性向上等の取組みを図ることにより、安定的・効果的な船員の確
保・育成の実現を図ることを目標とする。

６．日本船舶及び船員の確保に関する施策の評価の実施
安定的な海上輸送を継続的に確保していくためには、国際的な競争条件の均衡化を図ることに加え、日本船舶及び船員の確保を図

ることが重要であることに鑑み、２．に掲げる諸施策の効果を検証するとともに、今後も諸外国の動向等を踏まえ、我が国における
施策の充実・強化の是非を不断に検討する必要がある。
このため、毎年度、施策の実施状況について交通政策審議会海事分科会に報告することとする。また、日本船舶及び船員の確保の

施策の効果について適当な時期において評価することとし、必要があると認めるときは、今後、新たな制度的枠組みについて検討を
加え、必要な措置を講ずるものとする。 1



１．制度概要
（２） 「日本船舶・船員確保計画」認定制度の概要

日本船舶及び船員の確保に関する基本方針
（令和５年国土交通省告示第280号）

「日本船舶・船員確保計画」の作成
（船舶運航事業者等）

「日本船舶・船員確保計画」の認定
（国土交通大臣）

トン数標準税制の適用
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１．制度概要
（３） トン数標準税制の概要

外航船舶運航事業者が、「日本船舶・船員確保計画」を作成し、国土交通大臣の認定を受けた場合、日本
船舶等※に係る利益についてみなし利益課税を適用

※日本船舶・準日本船舶（後述）

黒字がみなし利益より多い
年度でもみなし利益に課税

黒字がみなし利益に満たない、又は赤字の年度
でもみなし利益に課税

日本船舶等に係る年度毎の海運業利益

みなし利益

利益の変動が激しい外航海運事業者にとって、毎年の納税額が予見可能となり、
安定的・計画的に船舶投資を行うことが可能

我が国の経済活動を支える国際海上輸送の安定化を通じて
経済安全保障を確立

利益ゼロ
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１．制度概要
（４） 準日本船舶制度の概要

準日本船舶とは、海上運送法に基づく航海命令が発せられた際に、迅速に日本船舶となることが可能な外国
籍船

• 国土交通大臣が一定の要件を満たす外国籍船を準日本船舶として認定
• 「日本船舶・船員確保計画」期間中に増加させた日本籍船１隻あたり準日本船舶１隻に対しトン数標準税制の適用が可能

（ただし、みなし利益は日本籍船の1.5倍）

日本の船主が海外子会社を通じて保有する外国籍船

日本の船舶運航事業者が海外子会社を通じ
て保有する外国籍船

日本籍船

H21年度～
トン税創設

H30年度～
トン税対象拡大

（準日本船舶の範囲拡大）

H25年度～
トン税対象拡大

（準日本船舶制度創設）

準日本船舶の主な要件
日本の船舶運航事業者又は船主が
海外子会社を通じて保有する外国
籍船
日本の船舶運航事業者が運航する
船舶
国土交通大臣が行う総トン数等の
測度をあらかじめ受けていること
国土交通大臣又は登録検査機関が
行う船員の安全衛生の検査をあらか
じめ受けていること
船舶運航事業者又は船主と海外子
会社との間で、航海命令が発せられ
た場合に遅滞なく当該船舶を当該
運航事業者又は船主に譲渡すること
を内容とする契約（フラッグバック契
約）を締結していること

等

準日本船舶
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２．外航海運
（１） 「日本船舶・船員確保計画」の認定状況

令和８年３月９日時点の認定事業者（４社、１グループ）
飯野海運、NSユナイテッド海運、川崎汽船、商船三井グループ※、日本郵船
※商船三井と商船三井ドライバルクとの共同申請

平成21年3月に10社、平成22年2月に1社それぞれ認定
平成22年10月 認定事業者同士の合併【親和海運／日鉄海運 → ＮＳユナイテッド海運】
平成24年 4月 日正汽船（認定事業者）が雄洋海運と合併し商号変更【ＪＸ日鉱日石シッピング】
平成25年 4月 三光汽船が認定取消

第１次計画
（H21年度～H25年度）

平成26年 2月 ＪＸ日鉱日石タンカーを認定
平成26年 3月 旭タンカーが撤退
平成26年 4月 認定事業者同士の合併

【ＪＸ日鉱日石タンカー／ＪＸ日鉱日石シッピング → ＪＸオーシャン】
平成29年 3月 第一中央汽船が認定取消

第２次計画
（H26年度～H29年度）

平成30年 3月 第２次認定事業者７社のうち６社の第３次計画を認定
平成31年 3月 第２次認定事業者７社のうち１社の第３次計画を認定
令和 2年10月 ＪＸオーシャンがENEOSオーシャンに商号変更

第３次計画
（H30年度～R４年度）

令和 5年 5月 第３次認定事業者７社のうち４社１グループの第４次計画を認定
（旭海運が撤退）

令和 6年 2月 第３次認定事業者７社のうち１社の第４次計画を認定
令和 7年 4月 ENEOSオーシャンが認定取消

第４次計画
（R５年度～R９年度）

（50音順）
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第１次
計画

開始時
からの
増減

第４次計画
(令和5年度～令和9年

度)
第３次計画

（平成30年度～令和４年度）
第２次計画

（平成26年度～平成29年度）
第１次計画

（平成21年度～平成25年度）第１次
計画

開始時 第２期
（R６）

第１期
（R5）

第５期
(R4)

第４期
(R3)

第３期
(R2)

第２期
(R1)

第１期
(H30)

第４期
(H29)

第３期
(H28)

第２期
(H27)

第１期
(H26)

第５期
(H25)

第４期
(H24)

第３期
(H23)

第２期
(H22)

第１期
(H21)

235.2312.6303.6297.6262.6253260254.9241.3216.2201.1181.6167143131.8118.995.477.4日本船舶
(隻)

-343130364252576469554027ーーーーー準日本船舶
(隻)

-346.6334.6327.6298.6295.0312.0311.9305.3285.2256.1221.6194.0合 計

3441,4161,3571,3411,2671,2571,2761,2481,2161,1621,1461,1321,1341,1941,1531,1121,1031,072日本人船員
(人)

-68626072841041141281381108054ーーーーー日本人海技士
(人)

-1,4841,4191,4011,3391,3411,3801,3621,3441,3001,2561,2121,188合 計

※認定事業者による「日本船舶・船員確保計画」実施状況報告に基づいて作成（数値は各年度末時点）

6

-2,0952,0172,0622,1652,2002,1742,0932,2212,1882,2372,2712,2632,2082,3252,3062,1872,315外航日本人
船員数(全体)

※各年度10月１日時点

-2,2772,2112,2062,2832,2402,4112,4962,4582,4112,5612,5662,6092,8482,8082,7422,5352,653日本商船隊
の隻数

※各年度6月末日時点

２．外航海運
（２） 外航日本船舶・外航日本人船員の確保状況
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３．内航海運
船員の確保のための取組及び確保状況

内航海運事業者等が、新人船員の採用及び訓練を行う計画である「日本船舶・船員確保計画」を作成し
た場合に、国土交通大臣による認定を受けることができる。
認定を受けた「日本船舶・船員確保計画」に従い、船員を雇用して、育成を行う事業者に対して、船員計画
雇用促進助成金により支援。

日本船舶・船員確保計画

制度開始時（H20）からの実績

＜日本船舶・船員確保計画の認定事業者数＞
（単位：社）

（単位：人）

＜日本船舶・船員確保計画に基づく船員未経験者の採用状況＞

内航船員の育成及び確保を図り、安定的な国内海上輸送を確保する。

合計65432R130292827262524232221H20年度

9,654700616608667657756740706729639562497425297314367374
採用
者数

内航船員の推移（令和６年１０月時点）

事業効果
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（人）

765432R130292827262524232221H20年度

246244246248 248246241238226228197177177177171190182113
認定
事業
者数

船員数のピーク


